
                        日薬業発第３７１号 
                        平成３０年３月２２日 
都道府県薬剤師会実務実習担当役員 殿 

  
                     日本薬剤師会  

                       担当副会長 田尻 泰典 
 

認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領及び 
認定実務実習指導薬剤師養成講習会実施要綱の一部改正について 

 
 平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 日ごろは、認定実務実習指導薬剤師養成事業に多大なご協力を賜り、心より

感謝申し上げます。  
さて、日本薬剤師研修センター（以下「センター」）では、薬学教育モデル・

コアカリキュラム平成 25 年度改訂版の運用状況等を踏まえ、それに対応した認

定実務実習指導薬剤師認定制度とするため、標記実施要領並びに実施要綱を一

部改正のうえ、本年４月１日から適用すると共に、標記講習会における講座構

成並びに講義内容を刷新した旨につき、本会宛、別紙のとおり通知がありまし

たので、ご案内申し上げます。 
つきましては会務ご多忙の折、誠に恐縮ですが、今般の改正は種々重要な変

更が含まれておりますので、貴会にて十分ご確認賜りますと共に、貴会認定実

務実習指導薬剤師、及び今後ワークショップ、講習会を受講のうえ新たに認定

申請を予定する関係者等に、ご周知賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．別紙通知文の記 11 に記載の、講習会及びワークショップに関し、受講資格

を満たすことなく受講して交付を受けた受講票は無効であること、及び受

講証の有効期間が６年間であることにつきましては、センターより特に強

く周知依頼がなされておりますので、ご留意願います。また、更新講習の

受講証の有効期間については３年間と設定されていること、現に交付済み

の受講証についても使用できる期限が設定されていることも、併せてご留

意ください。 
２．上記１に加え、ワークショップ並びに講習会の実施主催者においては、受

講者が受講資格を満たしていることを事前に確認することとされておりま

すので、この点も併せてご留意願います。 
３．今般講習会の講義内容等が大きく変更されますが、新たな要綱においても、

テキストは実施主催者が準備することとされています。このため本会では、

従来通りテキストを製本化のうえ、希望する都道府県薬には有償頒布いた

します。頒布開始時期並びに頒布方法等につきましては、後日改めてご案

内申し上げます。 
以 上 




































